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             開 議  午前１０時００分 

○議長（小松則明君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は12名であります。定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。 

  ここで、当局からの発言の申出がありましたので、これを許可いたします。企画財政

課長。 

○企画財政課長（太田和浩君） 令和２年度主要な施策の成果に関する説明書に、４か所

の誤りがありました。おわび申し上げますとともに、本日配付いたしました正誤表のと

おり訂正いたします。よろしくお願いします。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１ 報告第１６号 損害賠償額の専決処分の報告について 

○議長（小松則明君） 日程第１、報告第16号損害賠償額の専決処分の報告についてを議

題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。企画財政課長。 

○企画財政課長（太田和浩君） 報告第16号損害賠償額の専決処分の報告について御報告

いたします。 

  専決処分書をお開きください。 

  車両事故に係る損害賠償事件について、地方自治法第180条第１項及び大槌町長専決

条例第２条第２号の規定により、下記のとおり専決処分する。 

  １、損害賠償の相手方。町内在住の個人。 

  ２、損害賠償の額。39万5,714円。 

  ３、示談の内容。令和３年６月11日18時10分ごろ、大槌町役場駐車場にて、職員が運

転する車両がバックした際に、後方に駐車していた相手車両に衝突したものであります。 

  以上、御報告いたします。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。（「なし」の声あり）質疑を終結いたします。 

  以上で報告第16号を終わります。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第２ 報告第１７号 工事請負変更契約の専決処分の報告について 

○議長（小松則明君） 日程第２、報告第17号工事請負変更契約の専決処分の報告につい

てを議題といたします。 
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  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。町民課長。 

○町民課長兼リサイクルセンター長（関 貴紀君） 報告第17号工事請負変更契約の専決

処分の報告についてを報告いたします。 

  次ページの専決処分書をお開きください。 

  １、契約の目的。斎場火葬炉設備工事。 

  ２、契約の相手方。新潟県新潟市北区島見町3307番地16、富士建設工業株式会社代表

取締役鳴海利彦です。 

  今回報告する内容は、契約金額の変更でございます。変更前の契約金額7,425万円を

88万円増額して7,513万円に変更したものであります。 

  次ページの資料をお開きください。 

  専決処分年月日は令和３年８月６日です。変更内容は、当初予定していた台車保護材

の購入コスト及び残骨灰の蓄積期間等を考慮し、霊砂分離装置を追加設置したものでご

ざいます。この装置の設置により、台車保護材のリサイクルが可能となり、保護材を含

む残骨灰等の蓄積量が抑えられるものでございます。 

  以上、御報告申し上げます。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

  以上で報告第17号を終わります。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第３ 報告第１８号 健全化判断比率の状況の報告について 

○議長（小松則明君） 日程第３、報告第18号健全化判断比率の状況の報告についてを議

題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。企画財政課長。 

○企画財政課長（太田和浩君） 報告第18号健全化判断比率の状況の報告について。 

  別紙、令和２年度健全化判断比率の状況をお開きください。 

  左上段を御覧ください。実質赤字比率、該当ありません。連結実質赤字比率、該当あ

りません。実質公債費比率13.0％。将来負担比率、該当ありません。資金不足比率、該

当ありません。一般会計、特別会計は赤字決算ではありませんので、実質赤字比率及び

連結実質赤字比率は該当ありません。公債費の償還に充てた一般財源の標準財政規模に

対する割合を示す実質公債費比率については、交際費の元利償還金の増及び公営企業の

地方債償還財源となる繰入金の増加等により、対前年比0.8％増の13.0％となっており
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ます。将来負担比率については基金積立金を充当することで該当なしとなります。公営

企業に係る資金不足比率についても赤字決算の会計ではありませんので、該当なしとな

ります。 

  以上のとおり、健全化判断比率についてはいずれも基準を上回るようなものではなく、

問題ないものであります。 

  以上、御報告申し上げます。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） 確認させてください。 

  比率の状況を見ますと、実質公債費率が13.0と、一般的なイエローゾーン、要するに

危険水域と言われる18.0を超えていないということから一安心をするわけですけれども、

内訳を見ると全前年度は10.7％､それから前年度は12％、比率が高くなっているんです

けれども、これ全国比率を見ると何か７％前後から８％ぐらいだと思って、この13.0と

いうのはかなり高くなっている、高いんじゃないかと思っていますが、類似団体と比較

してどのような順位になっているんでしょうか。 

○議長（小松則明君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（太田和浩君） お答えいたします。 

  順位についてはちょっと把握しておりませんが、今の大槌町の現状を申し上げます。 

  震災前についても約13％前後で推移しておりました。震災があって、復興事業につい

ては復興交付金等の補助金等が導入されて事業をしておりましたので、若干下がった傾

向があります。復興事業が終息して、また同じような今状況に戻ったというような判断

をしております。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） 類似団体との比較。分からない。 

  もし、類似団体との比較があったら、後ほどでもよろしいですので情報提供をしてい

ただくとありがたいです。 

  やはり、これから、何でこういう質問をするかというと、これはもう皆さん御承知の

ように、少子高齢化の拡大とか人口減少、それは大槌だけの問題じゃないんですけれど

も、そうするとどんどんどんどん税収だけじゃなくて支出、税収が減少すると支出が増

加するというのは目に見えています。やっぱりこれによって事業の先送りとか町民サー

ビスの低下にならないように対応してほしいと、そのように願っているんですが、これ
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からどのような手立てを考えておられるのか、今の、現時点でお考えのところを御答弁

いただければありがたいです。 

○議長（小松則明君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（太田和浩君） 今後の行財政運営についての質問と捉え、お答えいたし

ます。 

  現在の未償還残高が結構増えてきている状況にあります。今町が有している減債基金

等が約14億円あります。その辺の、減債基金を償還に充てながら、ちょっと残高を、増

えるのを抑制したいとは今考えているところであります。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） 創意工夫をしてやっていただけるということなので、ぜひ職員の

知恵と工夫によって、積極的に健全化比率の低下に努めていただくように要望します。 

○議長（小松則明君） 東梅康悦君。 

○９番（東梅康悦君） 今臼澤議員のほうからと少し重なる部分がありますが、課長今地

方債の減債基金を利用した繰上償還についての考え方を答弁されたと思うので、その部

分はまず早めにやってもらいたいというところがあります。 

  以前の議会でも申し上げましたが、復興事業によって様々なものが公共施設、公共の

建物として造られました。これが一斉に経過をたどると、何十年後は更新時期、修繕時

期が重なってくるというところで、何と言っても公共施設の管理を目的とした基金の創

設という話もさせてもらいましたが、その部分もやはり、これは令和２年度の状況です

が、今年度かあるいは来年度かというところで、どの時期を見越した中で将来に向けた

公共施設の管理基金を創設するのかというところを聞きたいと思います。 

○議長（小松則明君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（太田和浩君） お答えいたします。 

  公共施設の維持管理に関する基金ということで今検討してはおります。基金を積み上

げる財源も考慮しながら、可能であれば今年度中には、もしそれが難しい状況の判断を

すれば来年度には、基金創設は今考えているところであります。 

○議長（小松則明君） 質疑を終結いたします。 

  以上で報告第18号を終わります。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第４ 報告第１９号 「大槌町地域防災計画」の変更に係る報告について 
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○議長（小松則明君） 日程第４、報告第19号「大槌町地域防災計画」の変更に係る報告

についてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。防災対策課長。 

○防災対策課長（田丸正人君） 報告第19号「大槌町地域防災計画」の変更に係る報告に

ついて御説明申し上げます。 

  これまで大槌町地域防災計画の修正につきましては議会報告をしておりませんでした

が、大槌町行政に係る基本的な計画に該当するものと判断しまして、本会議より上程す

るものでございます。 

  それでは、修正内容について御説明申し上げます。 

  大槌町地域防災計画につきましては、災害対策基本法第42条に基づき、町長が会長を

務める防災会議に修正内容を諮るもので、本年６月23日に開催いたしました大槌町防災

会議において審議と了承を得たものとなっております。 

  修正内容としましては、主に岩手県地域防災計画との整合性を図るものであります。

県の地域防災計画は、昨年５月に開催されました中央防災会議の内容を基に災害予防、

災害応急対策等の充実強化に向けて修正された防災基本計画を参考に、本年３月に見直

しが行われております。県の地域防災計画の主な見直し項目といたしましては、避難所

における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の平時からの検討実施についてが

挙げられます。大槌町地域防災計画では、この県の地域防災計画との整合性を図ること

以外に、本年５月20日に改正されました災害対策基本法の改正内容の反映がございます。

現行の県の地域防災計画では、災害対策基本法の改正内容は反映されていないものの、

県に確認をした上で、大槌町地域防災計画には先行して避難情報ガイドライン等の改正

内容を反映させたものとなっております。その修正内容につきましては、大槌町災害警

戒本部及び災害対策本部の配備基準の見直しや、町の組織再編に伴う災害対策本部体制

の見直しについても反映したものとなっております。また、防災会議委員に対しまして

も、会議開催前に修正案をお示しし、様々な御意見をいただいた上で計画に反映させて

おります。具体的には61件の御意見をいただき、60件を規定に、計画に反映させており

ます。 

  なお、今年度より防災行政の多様性を図るため、新たに６名の女性委員も委嘱させて

いただき、その方々からも御意見をいただき、必要な修正を行っております。 

  この防災計画がただの規定書とならないよう、なお一層の実行力の向上に努めてまい
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ります。 

  以上、大槌町地域防災計画の修正について御報告申し上げます。 

  以上です。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。澤山美惠子君。 

○５番（澤山美惠子君） 10月30日の全員協議会で、災害対策の見直しで、これまで具体

的な組織がなかったとありましたけれども、震災のときまでは多分総務課がやっていた

と思うんですけれども、それを防災対策課に移した経緯というのを、多分言ったのか分

かりませんけれども、改めてお伺いいたします。 

○議長（小松則明君） 防災対策課長。 

○防災対策課長（田丸正人君） 今回の改正の大きな変更点の一つとして、本部運営部の

体制があります。 

  従来の総務課を含めた体制から、本部運営部が災害対策本部長の直下につき、情報収

集あるいは有事の際の意見提案等をまとめるということで、それらを規定に盛り込んで

おりますし、現在そのオペレーションマニュアルの精査をしている最中です。 

  以上です。 

○議長（小松則明君） 澤山美惠子君。 

○５番（澤山美惠子君） ありがとうございます。 

  防災対策課というのは本当に責任重大な課になるわけですけれども、今は外部採用の

課長とか職員がやっていますけれども、これって将来的には地元職員で構成されるのか、

また今のように防災の知識のある人を採用していくのか、今後の方向性というのはどう

でしょうか。 

○議長（小松則明君） 副町長。 

○副町長（北田竹美君） 防災対策課を、今までの総務課の中にあったものを外出しした

という理由につきましては、防災対策課長のお答えのとおりでありまして、様々な昨今

の多様な防災に対応するためにはさらに強化が必要だと、そういう認識でつくりました。

したがいまして、したがいましてというよりも、防災対策課のそのリーダーといいます

か、それをどのように今後考えていくかというのは、これは私どもとしてもきちんと考

えていかなければいけないというスタンスにございます。 

  今回は外部からの同意を図って、防災対策について、いわゆる行政の目線だけではな

くて、町民の皆さんのお考えとか、あるいは様々な企業やら業界やら、そういう観点で、
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地域も含めまして、どのような観点であるべき姿を考えるかということを、抜本的に見

直しをしてほしいということで、外部の登用を図ったものでございます。 

  しかしながら、遠い将来、この大槌町を考えるに当たりましては、やはりプロパーに

よってきちんとこの大槌を支えていくという組織が大事であろうと思いますので、今後

その職員の育成を含めまして、あるいは必要であれば外部の方々の協力も得ながら強固

なものにしていきたいと、このように考えてございます。 

○議長（小松則明君） 阿部俊作君。 

○８番（阿部俊作君） 少し、お願いです。 

  津波によっての、安渡地区あるいは吉里吉里地区では自主防災組織等が結構組織され

ておりますけれども、避難所という形では金澤、小鎚方面にもありますので、そちらの

ほうでの組織というのはかなりまだはっきりしていないので、その辺を、最初、初期の

避難というのはとても大事なものですので、その職員がそういう避難所の体制とかなか

なかできない部分があります。それで、地域の人たちがそういうのをいち早く救助する、

そういう体制も必要だと思いますので、その辺よろしく御検討お願いいたします。 

○議長（小松則明君） 防災対策課長。 

○防災対策課長（田丸正人君） ありがとうございます。御意見拝聴しました。これから

その体制の強化についても継続して努めてまいります。 

  以上です。 

○議長（小松則明君） 質疑を終結いたします。 

  以上で報告第19号を終わります。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第５ 議案第４８号 大槌町教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることに 

              ついて 

○議長（小松則明君） 日程第５、議案第48号大槌町教育委員会の委員の任命に関し同意

を求めることについてを議題といたします。 

  地方自治法第117条の規定により、東梅康悦君の退場を求めます。 

  提案理由の説明は終了しておりますので、直ちに質疑に入ります。（「なし」の声あ

り）質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので、提案の趣旨に鑑み、この際討論

を終結し採決したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 
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   （「異議なし」の声あり） 

○議長（小松則明君） 御異議なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 

  議案第48号大槌町教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについてを採決い

たします。 

  この採決は無記名投票で行います。 

  議場の閉鎖を命じます。 

   （議場閉鎖） 

○議長（小松則明君） ただいまの出席議員数は10名であります。 

  次に、立会人の指名をいたします。 

  大槌町議会会議規則第32条第２項の規定により、立会人に13番、芳賀 潤君及び１番、

菊池忠彦君を指名いたします。 

  投票用紙を配付いたします。 

   （投票用紙配付） 

○議長（小松則明君） 念のために申し上げます。本案に賛成の諸君は「賛成」と、反対

の諸君は「反対」と記載願います。 

  なお、賛否を表明しない白票及び賛否が明らかでない投票は反対とみなします。 

  投票用紙の配付漏れはありませんか。（「なし」の声あり）配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を点検させます。 

   （投票箱点検） 

○議長（小松則明君） 異状なしと認めます。 

  点呼に応じ、順次投票をお願いいたします。点呼を命じます。議会事務局長。 

   （点呼） 

   （各員投票） 

○議長（小松則明君） 投票漏れはありませんか。（「なし」の声あり）投票漏れなしと

認めます。投票を終了いたします。 

  開票を行います。立会人の13番、芳賀 潤君及び１番、菊池忠彦君の立会いをお願い

いたします。 

   （開票） 

○議長（小松則明君） 投票の結果を議会事務局長から報告させます。 

○事務局長（西澤勝広君） 開票結果を報告いたします。 
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              投票総数   10票 

  これは議長を除く出席議員数に符合いたします。 

                有効投票 10票 

                無効投票 ０票 

              有効投票中、 

                賛成   10票 

                反対   ０票 

○議長（小松則明君） 以上のとおり、賛成者が全員であります。よって、本案は原案の

とおり同意することに決定いたしました。 

  議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第６ 議案第４９号 復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する 

              条例の一部を改正する条例について 

○議長（小松則明君） 日程第６、議案第49号復興産業集積区域における固定資産税の課

税免除に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。税務会計課長。 

○税務会計課長兼会計管理者（伊藤幸人君） 議案第49号復興産業集積区域における固定

資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例についてを御説明いたします。 

  次ページ、新旧対照表をお開き願います。 

  １ページ上段の第１条については、東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴い、

内陸の市町村を含めた復興産業集積区域となっていたものを、被災沿岸市町村12市町村

に限定する特定復興産業集積区域となったことによる一部改正であります。 

  １ページ中段から次ページの第２条については、東日本大震災の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理と、事業者が区域内

で設備投資する場合、指定及び取得時期が令和６年３月31日まで延長されたことから一

部改正するものです。 

  ２ページ中段の附則第１条は、施工期日について。附則第２条は、経過措置の規定で

あります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 
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○議長（小松則明君） 質疑に入ります。（「なし」の声あり）質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより議案第49号復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の

一部を改正する条例についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（小松則明君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第７ 議案第５０号 大槌町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

○議長（小松則明君） 日程第７、議案第50号大槌町国民健康保険条例の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。町民課長。 

○町民課長兼リサイクルセンター長（関 貴紀君） 議案第50号大槌町国民健康保険条例

の一部を改正する条例についてを御説明申し上げます。 

  お手元の議案第50号の新旧対照表をお開きください。 

  今般の改正は、産科医療補償制度の掛け金が現行の１万6,000円から１万2,000円の引

下げられることに伴い、出産育児一時金の総額を現行の42万円に維持する目的で健康保

険法施行令が改正されることから、大槌町国民健康保険条例について所要の改正を行う

ものとするものであります。具体的には、条例第５条第１項中40万4,000円を40万8,000

円に改めるものであります。 

  次に、附則につきましては、施行期日を当該医療法令の施行期日に合わせて令和４年

１月１日とするものであり、新旧条例の適用区分を明らかにするため、経過措置を定め

るものであります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。金﨑悟朗君。 

○11番（金﨑悟朗君） この改正後の40万8,000円、実質は4,000円の微増ですけれども、

今現在コロナ禍によって、日本全国子供を産む人たちがどんどん減っていると、結婚す

る人も減っていると、そういう状況を鑑みたときに、大槌町も当然ながら今まであった

人口が、半減までいかないけれども、１万……そのぐらいになってしまったと。そうい
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うのを踏まえたときに、大槌町として独自にこのほかにもう少し、一番いいのはお金だ

と思うんだけれども、これを町としてもう少し増額できないのか、その辺についてお伺

いします。 

○議長（小松則明君） 町民課長。 

○町民課長兼リサイクルセンター長（関 貴紀君） 子育て支援のほうについては今現在

行っているということでございます。議員おっしゃるとおり、その部分につきましては

検討させていただきたいと思います。 

○議長（小松則明君） 金﨑悟朗君。 

○11番（金﨑悟朗君） 課長そのように言うので、信用いたします。 

  ただ、その検討って、よくこの間も、別な議員からも話出たからだけれども、やっぱ

りその辺はきちんと上司と相談しながら、いろいろな子供、子育てのいろいろな手当は

知っていますけれども、そのほかにやっぱり一時的にある程度の、うっと思うような思

い切った施策を講じたほうがいいんじゃないかと思いますので、ぜひ当局側の皆様にお

かれましても、この辺についてもう少し深く、将来の大槌町を考えたときを思い描いて、

人口が少しでも増えるような方向をとっていただきたいと思いますが、町長なり財政な

り、どちらか答弁願います。 

○議長（小松則明君） 町長。 

○町長(平野公三君） 子育て関係については様々な形で取り組んでおりますけれども、

出産という部分もありますので、これは国民健康保険の状況でありますけれども、それ

以外の方々いらっしゃいますから、全体を見ながら子育て環境の整備ということで鑑み

まして、しっかりと考えていきます。 

○議長（小松則明君） 質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより議案第50号大槌町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを採決い

たします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（小松則明君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  
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  日程第８ 議案第５１号 大槌町町営住宅等条例の一部を改正する条例について 

○議長（小松則明君） 日程第８、議案第51号大槌町町営住宅等条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。地域整備課長。 

○技監兼地域整備課長（那須 智君） それでは、次ページの新旧対照表をお開きくださ

い。 

  第５条入居者資格において、東日本大震災復興特別区域法第20条に規定する被災者等

の語句を削除するものです。また、同条第１号において、ただし規則に定める町営住宅

等においては、同居し、または同居しようとする親族を要しないの語句を追加するもの

です。 

  以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。澤山美惠子君。 

○５番（澤山美惠子君） 町営住宅の入居率と、それから町営住宅というのは単身入居に

なるわけですけれども、現時点で独り暮らしは何人ぐらいいますか。 

○議長（小松則明君） 地域整備課長。 

○技監兼地域整備課長（那須 智君） 今資料をちょっと持ち合わせていなかったので、

後で答弁させていただきます。すみません。 

○議長（小松則明君） この場合は、その書類に関して必要な事項ということで、再質問

になるかも分かりませんので、暫時休憩いたします。 

             休  憩       午前１０時３７分 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

             再  開       午前１０時４１分 

○議長（小松則明君） 再開いたします。 

  地域整備課長。 

○技監兼地域整備課長（那須 智君） 失礼しました。 

  町営住宅全体での入居率は現在89.7％でございます。 

  それから、単身でございますけれども、町営住宅の中における単身者は合計で431名

でございます。 

○議長（小松則明君） 澤山美惠子君。 

○５番（澤山美惠子君） すみません、ありがとうございました。 
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  これは意見ですけれども、町営住宅の空いている箇所が何か所か見られて、そこの周

りが、草がぼうぼう生えていて、道路までツタが出てきていて、あと木も生えてきたり

していて、そこの周りの環境も悪いので、早めに整備したり、あと早めに入居できるよ

うにお願いしたいと思います。意見です。 

○議長（小松則明君） 地域整備課長。 

○技監兼地域整備課長（那須 智君） その空き室についての環境については、きちんと

対応したいと思います。 

○議長（小松則明君） 質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより議案第51号大槌町町営住宅等条例の一部を改正する条例についてを採決いた

します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（小松則明君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第９ 議案第５２号 大槌町定住促進住宅条例の一部を改正する条例について 

○議長（小松則明君） 日程第９、議案第52号大槌町定住促進住宅条例の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。地域整備課長。 

○技監兼地域整備課長（那須 智君） それでは、次ページの新旧対照表をお開きくださ

い。 

  第２条定義において、第３号の規定を全て削除するものです。 

  第５条公募の例外において、第１号から第５号の規定を全て削除するものです。 

  第６条第１項、語句の訂正です。また、第１号に入居後、３月内に町内住民登録がで

きる者という規定を追加し、第２号の単身または家族を伴っての入居であることという

規定を削除します。 

  以下、改正前の３号を２号に、４号を３号にし、第５号を４号にし、市町村民税及び

住宅使用料等にまとめ、第６号を第５号にするとともに、世帯を申請者及び同居をする

者に改めます。 
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  改正前の第２項を削除し、新たに第２項に、前項の規定にかかわらず町長が特別に認

めた法人の使用を認める規定を追加しました。 

  第11条は、語句の訂正です。 

  第12条、同居承認において、第１項は語句の訂正、第２項は同居人の入居資格を新た

に規定するとともに、第13条、入居の承継においては、承継する者の入居資格を新たに

規定いたしました。 

  第16条は、第５条第５号が削除されたことにより、第２項を削除するものです。 

  第31条は、項ずれによる語句の訂正であります。 

  以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。澤山美惠子君。 

○５番（澤山美惠子君） すみません、ここでも定住促進住宅の入居率を教えてください。 

○議長（小松則明君） あまり、数字に関しての質問に関しては、かなり気をつけるよう

に。地域整備課長。 

○技監兼地域整備課長（那須 智君） 64.5％でございます。（「ありがとうございま

す」の声あり） 

○議長（小松則明君） 質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより議案第52号大槌町定住促進住宅条例の一部を改正する条例についてを採決い

たします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（小松則明君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１０ 議案第５３号 大槌町公民館条例の一部を改正する条例について 

○議長（小松則明君） 日程第10、議案第53号大槌町公民館条例の一部を改正する条例に

ついてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（阿部慈郎君） 議案第53号大槌町公民館条例の一部を改正する条例につ

いて御説明いたします。 



 135 

  お手元の議案第53号の新旧対照表を御覧ください。 

  一部改正の内容につきましては、第４条中央公民館の職員の内容になります。これま

での条例では副館長の記載がありましたが、現在副館長は配置しておらず、現状に即し

た改正をするものであります。 

  第６条、大槌町公民館運営審議会の委員及び任期の内容になります。委員数23人以内

を15人以内に改正するものであります。これは、震災より以前、庁内各小中学校長や各

地区の分館運営委員長などが委員でしたが、学校の統廃合等による規模縮小などのため、

こちらも現状に即した改正とするものでございます。 

  第18条、こちらは分館職員の内容になります。第４条同様に、現在分館には副館長は

配置しておりませんので、現状に即した改正となります。そして、現在分館長は会計年

度任用職員として採用しておりますので、こちらも現状に即して報酬から給与の支給へ

改正するものであります。 

  第21条から第23条につきましては、公民館及び分館の管理を指定管理者に行わせるこ

とができる規定を追加する改正内容とするものであります。 

  第24条は、今回の条例改正に伴う条ずれの改正でございます。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） ちょっと何点かお尋ねしたいと思います。 

  指定管理者制度の導入をするということですが、第６条の改正前の、審議会委員が23

人以内、改正後は15人以内ということでありますが、本当は私広く町民の意見を聞くた

めに、委員の数が多いほうがよいのではないかと思いますが、15人以内としたのは、減

員したのはどういう理由なんでしょう。 

○議長（小松則明君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（阿部慈郎君） 今、先ほども御説明一応しておるところなんですけれど

も、震災前は学校が、今統廃合になりまして、大槌学園、吉里吉里学園というふうに少

なくなっているんですけれども、当時それぞれの学校にいる校長先生とか、分館地区の

分館の運営委員長などが委員として、23名以内というところでおったんですけれども、

繰り返しになりますが、その後学校の統廃合と、あと規模縮小などによりまして、一応

現状に即したというところで15人以内というふうに改正したいというものでございます。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 
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○２番（臼澤良一君） 了解いたしました。 

  それで、この条例の施行期日が来月１日からということですけれども、これ指定管理

者による管理、これも委託先っていうのは今検討中なんでしょうか。委託先について。 

○議長（小松則明君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（阿部慈郎君） お答えします。 

  今回、９月の議会のほうに、指定管理の、可能とするという条例を提案させていただ

いておりまして、実際に９月の定例会が終わった後ですけれども、地域の団体とかそう

いった方にその指定管理制度の説明とか、あとそういった部分についての話合いとか、

そちらを10月から11月とかに予定しております。実際に、今現在はまだ今回の条例が通

っておりませんので、こちらが通った後そういった説明をするということで、今現在ど

この地区の方、どの方というところの部分についての、決まっているということではご

ざいません。 

○議長（小松則明君） 質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより議案第53号大槌町公民館条例の一部を改正する条例についてを採決いたしま

す。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（小松則明君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１１ 議案第５４号 工事請負契約の締結について 

○議長（小松則明君） 日程第11、議案第54号工事請負契約の締結についてを議題といた

します。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） 議案第54号工事請負契約の締結について御説明申

し上げます。 

  １、契約の目的。元年災 袰岩（１）、農業用施設災害復旧工事。 

  ２、契約の相手方。岩手県北上市藤沢20地割35番地、株式会社小田島組代表取締役小

田島直樹。 
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  ３、変更内容・契約金額。変更前１億3,607万円、変更後１億9,326万5,600円増額し、

３億2,933万5,600円とするものでございます。 

  次ページ、資料をお開きください。 

  １、仮契約年月日。令和３年８月26日。 

  ２、別紙箇所図を添付してございます。 

  ３、工事概要。別紙参考資料をお開きください。 

  変更理由。現場精査の結果及び本施工を実施した結果、施工方法の変更が必要になっ

たもの。 

  ①支承取替工において、既設橋脚撤去工及び新設橋脚工の作業スペースの確保のため、

橋桁のジャッキアップ量が当初の想定以上必要となり、支承取替工が適用できないこと

が判明したため、橋桁ジャッキアップ工への工法変更を行うものでございます。 

  ②仮桟橋杭打工の実施に当たり、Ｈ杭の打ち込みを実施したところ、当初の想定より

玉石、転石が多く、当初の工法では打ち込みできないことが判明したため、打ち込み工

法をダウンザホールハンマー併用油圧バイブロハンマー工法に変更したことによる請負

額の変更を実施するものでございます。 

  本案件は、令和元年10月に発生した台風19号により被災し、災害復旧事業として工事

着手前に国の災害査定を受け、設計、工法など国の承認を経て工事着手したものでござ

います。今回工法の変更、金額の増額については、既に国へ変更理由や設計変更内容な

どを説明し、変更に係る承認を経ておりますことを併せて御説明させていただきます。 

  以上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） すみません、私土木の素人などでちょっと確認させてほしいんで

すが、変更前は１億3,600万円、それでこれを単純に計算すると約2.4倍の増になってい

ます。今課長が変更理由と、それから関係機関等への協議、話をるるお話いただいたん

ですけれども、本来この現場での説明とか、入札の段階でしっかりと確認しておけば、

これほどまでの請負価格、増額の変更はなかったと思いますが、どうしてこれは確認、

この理由は書いていますけれども、どうしてきっちりと精査できなかったのかっていう

のを御答弁いただきたいと思います。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） 先ほどの御説明でもお答えしましたとおり、これ
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は現場でどうしても地下、河川の中で、どうしても調査ができない部分もございます。

やっぱり掘ってみて、現場の中で打ち込みができなかったりとかということが判明した

ため、入札時にはどうしても判明していなかったということでございます。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） 本当、私も素人なので、その現場説明っていうのを、きっちりそ

ういうところがあって、説明をして札を入れる、そういうことだと思っています。もち

ろん当初の設計が妥当だったかどうかというのも、それも気になりますが、町税の持ち

出しがあれば、これ本当に大変なことだと思って、もちろん国県等の助成金等があって

この工事がされると思いますが、ですからこれからこういうことがないように、昨年で

すか、私も工事変更の契約のガイドラインをつくるべきじゃないかというお話をしたこ

とがあります。国県、岩手県でもガイドラインをつくっていますので、ぜひそういうこ

とを参考にしながらガイドラインを策定して、入札の公平性、公明性を高めていただけ

ればと思っています。コメントがあればお伺いします。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 

  まず、今回の災害復旧事業に関しましては、令和元年の台風19号でございまして、激

甚災害でございまして、99.9％の補助率でございます。それから、災害復旧につきまし

ては、農林業施設につきましては別な形になっているんですが、基本的には国庫負担、

つまり補助ではございません。国がある程度負担するというスタンスで、国のそういっ

た国土施設を復旧させるということでございます。 

  今回の件に関しましては、入札云々ということよりも、適正に、最初に設計は行いま

した。調査も行いました。国の審査も受けています。ところが、やっぱり掘ってみて、

ちょっと工法が、どうしても変更しなければならないという事象により変更したもので

ございます。 

  このように、どうしても当初の設計によって違う事象が発生した場合、かえって今度

これ変更しないと業者の不具合になります。これは民法上の契約でも規定されてござい

ますので、そういった観点からというふうに御理解いただきたいと思っております。 

○議長（小松則明君） 質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより議案第54号工事請負契約の締結についてを採決いたします。 
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  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（小松則明君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  11時10分まで休憩いたします。 

             休  憩       午前１０時５８分 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

             再  開       午前１１時１０分 

○議長（小松則明君） 再開いたします。 

  当局からの発言の申出がありましたので、これを許可いたします。地域整備課長。 

○技監兼地域整備課長（那須 智君） 先ほど、町営住宅の単身者の数でございますけれ

ども、65歳以上を二重計上していまして、ちょっと431というのは多い数でした。 

  65歳以上の単身が195、60歳から64歳までが41ですので、合わせて236になります。失

礼しました。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１２ 議案第５５号 町道の路線認定について 

○議長（小松則明君） 日程第12、議案第55号町道の路線認定についてを議題といたしま

す。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。地域整備課長。 

○技監兼地域整備課長（那須 智君） それでは、別紙をお開きください。 

  新たに認定する路線。路線番号2199、新港町３号線です。大槌町新港町256番を起点

として、終点は大槌町新港町170番の２になります。 

  認定路線図を添付しております。 

  以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。（「なし」の声あり）質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより議案第55号町道の路線認定についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（小松則明君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決いたしま
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した。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１３ 議案第５６号 大槌町過疎地域持続的発展計画の策定について 

○議長（小松則明君） 日程第13、議案第56号大槌町過疎地域持続的発展計画の策定につ

いてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。企画財政課長。 

○企画財政課長（太田和浩君） 議案第56号大槌町過疎地域持続的発展計画の策定につい

て御説明いたします。 

  初めに、大槌町過疎地域持続的発展計画は、本年４月に施行された過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法に定める人材の確保及び育成、産業の振興、住民福祉の

向上など、過疎地域の持続的発展に向けた市町村計画となるものです。 

  それでは、お手元の資料に基づき、かいつまんで御説明いたします。 

  大槌町過疎地域持続的発展計画の１ページを御覧願います。 

  初めに、町の基本的な事項では、大槌町の概要について、自然条件や歴史的要件など、

過疎の状況を記載しております。 

  次に、２ページから６ページに、人口及び産業の推移と動向、行財政の状況を記載し

ております。 

  ６ページから８ページに、令和３年度から令和７年度までの地域の持続的発展に向け

た基本方針、基本目標を掲げ、計画目標の達成状況の評価に関する事項などを記載して

おります。 

  次に、10ページと11ページに、移住定住、地域間交流の促進、人材育成の現況と問題

点、その対策と主要な事業を掲げております。 

  次に、12ページから19ページに、産業の振興について、農業、林業、水産業、地場産

業、観光、商工業などの現況と問題点、その対策と主要な事業を掲げております。 

  次に、20ページと21ページに、地域における情報化について、現況と問題点、その対

策と主要な事業を掲げております。 

  次に、22ページから24ページに、交通施設の整備、交通手段の確保について、町道、

農道、林道、交通手段の確保に関する現況と問題点、その対策と主要な事業を掲げてお

ります。 

  次に、25ページから31ページに、生活環境の整備について、水道施設、下水処理施設、
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廃棄物処理施設、火葬場、消防施設、住環境、防災体制の現況と問題点、その対策と主

要な事業を掲げております。 

  次に、32ページから37ページに、子育て環境の確保、高齢者等の減及び福祉の向上及

び増進について、高齢者福祉、子育て環境、障害者福祉の現況と問題点、その対策と主

要な事業を掲げております。 

  次に、38ページと39ページに、医療の確保の現況と問題点、その対策と主要な事業を

掲げております。 

  次に、40ページから44ページに、教育の振興について、学校教育、集会施設、体育施

設の現況と問題点、その対策と主要な事業を掲げております。 

  次に、45ページと46ページに、集落の整備の現況と問題点、その対策と主要な事業を

掲げております。 

  次に、47ページに、地域文化の振興等の現況と問題点、その対策と主要な事業を掲げ

ております。 

  次に、49ページに、再生可能エネルギーの利用促進の現況と問題点、その対策を掲げ

ております。 

  次に、50ページに、その他地域の持続的発展に関し必要な事項について、地域活力の

維持の現況と問題点、その対策と主要な事業を掲げております。 

  51ページ以降は、本計画の主要な事業をまとめて掲載しております。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） この計画書の策定について二、三お伺いいたします。 

  過疎地域持続的発展計画、これはその過疎地である当町が総合的かつ計画的な対策を

実施することで、地域の持続的発展を目指すものであるというふうに認識しております。

現況と問題点、そしてその対策が記載されているんですけれども、それで、細かいとこ

ろで非常に恐縮ではあるんですけれども、例えば38ページの医療の確保のところでは、

内容が少し抽象的な感じがするんです。もっと具体的な内容を記載すべきではないかと

思うんです。特に、私が昨日の一般質問の際に取上げた圏域内の普通分娩休止の対策で

あるとか、再開への取組まで本当であれば聞きたかったんだけれども、そこまで行かな

いということで今申し上げているんですけれども、この辺が全く明記されていないんで

す。 
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  やはり問題視されている事案に対しては、個別の名称と言いますか、案件も入れなが

ら、より逼迫度が伝わるような、そういうこの計画書にしていただきたいと思うんです

が、この辺についてはいかがお考えでしょうか。 

○議長（小松則明君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（太田和浩君） 貴重な御意見ありがとうございます。 

  今菊池議員がおっしゃったように、そういう具体的な表現というか事業のあれは必要

だと思っております。 

  まず、この計画の主な町の方針と言いますか、まず９次の総合計画、あとは地方創生

の計画等、まず上位計画がありまして、それにひもづけるような形でやっております。 

  今のような、菊池委員がおっしゃったようなものは、今後、これは毎年改正も可能と

なりますので、その辺は次の改正で読み込めるような対応を行っていきたいと思ってお

ります。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） 取りあえず、決して今回の策定に関して反対するという意図は全

くないんですけれども、ただ少なくとも今年度から向こう５年間、この計画を基に町の

施策を講じていくわけでございますから、ゆえにもっと具体的な内容でもよかったので

はないかと思って今回質問させていただいております。 

  それで、インターネットなどでも、これホームページで公開しておりますよね。ＰＤ

Ｆか何かで見られると思うんですけれども、気になってその他の自治体のこの計画書も

いろいろ見てみたんですけれども、やはり具体的な案件を入れながら、町はどうすべき

かという、そういう内容になっているんです。非常に濃い内容にはなっているんですが、

それに比べてという言い方は少しおかしいですけれども、もうちょっと抽象的過ぎるの

で、具体的な内容があればよかったと思います。当然今後、記載されてはいないとして

も、それを心にとめて対策を講じていただきたいと思いますが、何かあれば。 

○議長（小松則明君） 福祉課長。 

○健康福祉課長（小笠原純一君） ありがとうございます。 

  この地域医療圏の問題に関しましては、今釜石市と合同で県あるいは医療局、そして

岩手医科大学のほうにもお願いをして来ているところであります。 

  今回の過疎地域の計画に関しましては、この表にありますとおり、持続的なものとい

うことで、具体的に今取り組んでいるものは、表中にありますとおり、救急搬送先の医
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療機関への釜石市の合同の助成金でありますとか、あとは国保連を通じまして医師を要

請するための自治体からの支援金であるとか、こういったものを過去からずっと継続し

て支払いしているもの、負担しているものを今回羅列させていただいております。 

  今回普通分娩等に関します医療、昨年は内科医の関係もございましたが、取りあえず

その動向がまだ安定しないと言いますか、今後その対策が、確実なものが今のところ定

まっていないといいますか、これから協議が図られていくものでありますので、そうい

った取組が確定次第必要とされる財源、例えばこの過疎計画、過疎債も落ちるというこ

とであればこの計画の中に途中でも盛り込んでいきたいと、このように考えております。 

○議長（小松則明君） 町長。 

○町長(平野公三君） 御指摘のあったとおり、具体的な部分もございましたので、医療

にかかわらず全てのものにつきましてもう一度、毎年度見直しということになってはお

りますので、具体な、やはりこの５年間で何をするかというところを、総合発展計画と

合わせながら、しっかりと明記をしていきたいと思います。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） よろしくお願いします。 

  それで、先ほど、小笠原課長が今おっしゃったことについてなんですけれども、以前

より問題になった部分は確かに記載されているんだけれども、まさに今この出産の問題

に関しては、釜石市、大槌町の中で非常に大きい問題になっていると。その辺を、いわ

ゆる町民の方々も大変気にされている、特にもその出産世代と言いますか、出産に該当

するような世代の方々、大変気にされているわけです。だからこそその辺をしっかりと、

町としてこういう形で行くんですということを打ち出していかなければいけない。 

  この計画書というのは誰しもが閲覧できるわけですから、やはり町としての方向性を

しっかりと本来であれば入れるべきだったと思いますけれども、毎年見直しということ

でありますので、次回はぜひそういう部分にも触れて記載していただきたい。 

  以上です。 

○議長（小松則明君） 澤山美惠子君。 

○５番（澤山美惠子君） 大槌町過疎地域持続的発展計画について、アンケート調査をし

ましたよね。アンケート調査をしたと思うんですけれども、これはアンケートをとった

だけに留まるのか、それともそれをどこかに反映させられるものを反映していくのかお

聞きいたします。 
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○議長（小松則明君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（太田和浩君） お答えいたします。 

  アンケートは実施しておりません。パブリックコメントを実施しております。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） すみません、ちょっと私も一点だけ確認させてください。 

  49ページの再生可能エネルギーの利用促進についてということですが、（２）の中の

その他の項に、地域新エネルギーの導入を促進しながら環境庁型の新たなライフスタイ

ルの実現を図っていくと書き込んでありますが、そうであれば、（３）のこの計画にも

具体的な事業内容を書き込んでほしかったと、そのように思います。 

  以前の議会でも質問しておりますが、2050年までに国ではＣＯ２の削減をゼロにする

という計画があって、いろいろな施策を展開しております。大槌町にも再生可能エネル

ギーが本当にたくさんございますので、ぜひ町でもこの町内に、町の役場の中にプロジ

ェクトチームを編成して、ぜひこの研究をすべきだと思いますが、御所見をお伺いしま

す。 

○議長（小松則明君） 町長。 

○町長(平野公三君） ありがとうございます。 

  再生エネルギーの利用促進については、県内でも様々な取組が始まっております。や

はりその状況から踏まえれば、やはり町としても明らかな事業を展開する必要があると

思いますので、先ほど議員御指摘のとおり、そこにつきましては課題横断的な取組にな

るか、または具体的なものとして誰かを選定する、そういうことも全部含めてこの部分

についてはしっかりと考えていきたいと思います。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） 町内にでも、これに関するいろいろな知見を持っている研究者が

おりますので、その研究者の人たちの知恵をお借りして、ぜひ前向きに取り組んでいた

だきたいと、そのように思います。 

  以上です。 

○議長（小松則明君） 澤山美惠子君。 

○５番（澤山美惠子君） 先ほどは失礼いたしました。 

  では、そのパブリックコメントをどのように反映させていくんでしょうか。 

○議長（小松則明君） 企画財政課長。 



 145 

○企画財政課長（太田和浩君） お答えいたします。 

  パブリックコメントは、７月12日から７月26日まで実施しております。そのいただい

た意見を反映させた部分もありますし、あとは今後の施策に生かしていくというような

ことで、意見のほうは、そういう取扱いとしております。 

○議長（小松則明君） 佐々木慶一君。 

○３番（佐々木慶一君） 今いろいろな議員から細かいところで質問が出たと思うんです

けれども、基本的に私は持続的発展計画の大まかな、全体としての計画として今受けと

めています。 

  実行に当たっては、どれも、いずれも重要な問題で、それぞれじっくり取り組んでい

かなければいけないと考えておるんですけれども、実施に当たってこれはどういう形で

進めていくのかという方針をちょっと確認したいんですけれども。 

  具体的には、これと直結するかどうかは分かりませんけれども、例えば交通網の整備

にしても、先般、９月２日ですか、企画財政の主催で、住民に対する現状の問題点のヒ

アリングであるとかというふうな企画がされていました。こういった形で、住民との会

話をしながら、この計画に対して実行面では具体的な施策を練っていくのか、あるいは

行政側のトップダウン方式で、こういう案をもって実行していくと、あるいは議会の場

で都度議論をして進めていくというか、全体としての進め方の方針について確認させて

ください。 

○議長（小松則明君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（太田和浩君） お答えいたします。 

  この過疎地域持続的発展計画については、この計画単独で事業を行うものではありま

せんので、一番の上位計画の総合計画、毎年の実施計画、それにひもづくような過疎計

画となります。なので、この一番の過疎計画の策定する目的は、そういう支援を国から

いただけるという内容もありますので、そこは漏らさないような対応でこの計画をつく

っておりますので、事業実施については総合計画の実施計画に基づいて町の事業を総合

的にやっていくということになります。 

○議長（小松則明君） 質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより議案第56号大槌町過疎地域持続的発展計画の策定についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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   （賛成者起立） 

○議長（小松則明君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１４ 議案第５７号 令和３年度大槌町一般会計補正予算（第４号）を定める 

               ことについて 

○議長（小松則明君） 日程第14、議案第57号令和３年度大槌町一般会計補正予算（第４

号）を定めることについてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。企画財政課長。 

○企画財政課長（太田和浩君） 議案第57号令和３年度大槌町一般会計補正予算（第４

号）を定めることについて御説明申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算補正。 

  歳入。 

  ９款１項地方特例交付金、補正額71万8,000円の減は、交付額の確定によるものであ

ります。 

  10款１項地方交付税、補正額2,053万円の増は、地域おこし協力隊協働事業、移住定

住推進事務局設置事業及び鳥獣被害防止総合支援事業による特別地方交付税であります。 

  14款国庫支出金２項国庫補助金、補正額2,461万8,000円の増は、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金等であります。 

  15款県支出金２項県補助金、補正額395万円の減は、鳥獣被害防止総合支援事業補助

金の減であります。 

  16款財産収入２項財産売払収入、補正額2,069万1,000円の増は、岩手県への防潮堤等

用地売払収入であります。 

  17款１項寄附金、補正額631万1,000円の増は、企業版ふるさと納税寄附金等でありま

す。 

  18款繰入金１項特別会計繰入金、補正額1,450万5,000円の増は、介護保険特別会計及

び後期高齢者医療特別会計からの令和２年度決算に伴う特別会計繰入金であります。２

項基金繰入金、補正額13億988万6,000円の増は、今回の補正財源とするふるさとづくり

基金繰入金等であります。 
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  19款１項繰越金、補正額６億4,702万1,000円の増は、今回の補正財源とする前年度繰

越金であります。 

  20款諸収入４項雑入、補正額175万6,000円の増は、後期高齢者医療広域連合療養給付

費負担金の令和２年度負担金確定に伴う広域連合からの返還金であります。 

  21款１項町債、補正額1,200万円の増は、公共土木施設災害復旧事業債等であります。 

  ２ページをお願いします。 

  歳出。 

  １款１項議会費、補正額58万6,000円の増は、人件費であります。 

  ２款総務費１項総務管理費、12億7,921万2,000円の増は、東日本大震災津波復興基金

市町村交付金返還金等の増であります。２項徴税費、2,754万6,000円の増は、人件費で

あります。３項戸籍住民基本台帳費、88万5,000円の増は、人件費であります。４項選

挙費、４万2,000円の増は、人件費であります。７項地方創生費、補正額2,142万円の増

は、移住定住推進事務局管理運営業務委託料等であります。 

  ３款民生費１項社会福祉費、補正額6,817万8,000円の増は、人件費及び障害者自立支

援給付費国庫返還金等であります。２項児童福祉費、補正額365万4,000円の増は、保育

所等業務効率化推進事業補助金等であります。 

  ４款衛生費１項保健衛生費、補正額1,251万1,000円の減は、人件費等であります。ま

た、県立釜石病院の普通分娩機能が10月から休止することから、妊婦通院費支援助成金

265万5,000円を計上しております。２項清掃費、補正額197万7,000円の減は、人件費で

あります。 

  ６款農林水産業費１項農業費、補正額1,934万2,000円の増は、人件費及び新型コロナ

ウイルス感染症に係る農業振興対策事業であります。２項林業費、補正額80万円の減は、

町有林森林認証年度負担金の減であります。３項水産業費、補正額403万3,000円の減は、

人件費及び磯焼け対策事業の国庫補助金が間接補助から直接補助に変更されたことによ

る減であります。 

  ７款１項商工費、補正額767万1,000円の増は、新型コロナウイルス感染症に係る経済

対策事業等の増であります。 

  ８款土木費１項土木管理費、補正額5,759万4,000円の減は、人件費であります。２項

道路橋梁費、補正額466万4,000円の増は、橋梁補修設計業務委託料等の増であります。 

  ９款１項消防費、1,050万9,000円の増は、新型コロナウイルス感染症避難所対策事業
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費等の増であります。 

  ３ページをお願いします。 

  10款教育費１項教育総務費、補正額2,095万9,000円の増は、人件費及び旧学校施設等

グラウンド遊具撤去工事であります。３項中学校費、補正額15万円の増は、総合学習活

動費助成金の増であります。４項義務教育学校費、補正額279万8,000円の増は、大槌学

園内排水施設等修繕工事等の増であります。５項社会教育費、補正額857万円の増は、

人件費及び御社地石板移設設置工事の増であります。６項保健体育費、補正額９万

5,000円の増は、給食センター設備の修繕部品費の増であります。 

  11款災害復旧費２項土木施設災害復旧費、補正額828万円の増は、町道辺津ヶ沢線道

路災害復旧工事、町道蕨打直線道路災害復旧工事の増であります。５項その他公共施設

等災害復旧費補正額570万円の増は、浪板不動滝進入路災害復旧工事の増であります。 

  12款１項公債費、補正額214万2,000円の増は、令和２年度辺地対策事業過充当による

町債元金繰上償還金であります。 

  15款復興費１項復興総務費、補正額６億64万6,000円の増は、復興交付金返還金であ

ります。２項復興推進費、補正額2,326万円の増は、安渡地区津波復興拠点整備事業及

び赤浜地区漁業集落防災機能強化事業において土地の関係が整理されたことから、町管

理部分を県から買受ける用地買収費であります。12項復興支援費、補正額1,325万6,000

円の増は、仮設住宅敷地返還工事に伴う測量設計業務委託料及び被災者支援総合交付金

過年度返還金であります。 

  ４ページをお願いします。 

  第２表地方債補正。 

  追加。 

  起債の目的、限度額の順に読み上げます。なお、起債の方法、利率、償還の方法は当

初予算と同様のため省略いたします。 

  公共土木施設災害復旧事業、820万円。 

  一般単独災害復旧事業、570万円。 

  ５ページをお願いします。 

  変更、起債の目的、補正前限度額、補正後限度額の順に読み上げます。起債の方法、

利率、償還の方法は補正前と同様のため省略いたします。 

  防災マップ作成事業、630万円、440万円。 
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  以上、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20億526万円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ115億5,985万5,000円とするものであります。 

  以上、御審議よろしくお願いします。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。 

  ４ページをお開きください。 

  第２表地方債補正、追加。 

  ５ページ、変更。 

  ８ページをお開きください。 

  歳入。 

  ９款地方特例交付金１項地方特例交付金。進行いたします。 

  10款地方交付税１項地方交付税。進行いたします。 

  14款国庫支出金２項国庫補助金。東梅 守君。 

○７番（東梅 守君） この国庫補助金のところで、水産多面的機能発揮対策事業交付金

というのが、予算が466万9,000円あったものがそのまま減額となっているのは、この補

助金は認められなかったということでよろしいんでしょうか。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） 先ほど読み上げの説明でございましたとおり、実

は役場に入って、その協議会のほうに間接補助で、トンネル補助というか、出す予定だ

ったんですが、直接国から再生協議会のほうに出すようなことになりましたので、あく

までも役場の会計を通さないということでございます。 

○議長（小松則明君） 進行いたします。 

  15款県支出金２項県補助金。進行いたします。 

  16款財産収入２項財産売払収入。進行いたします。 

  17款寄附金１項寄附金。進行いたします。 

  18款繰入金１項特別会計繰入金。進行いたします。 

  ２項基金繰入金。進行いたします。 

  19款繰越金１項繰越金。 

  10ページに入ります。 

  20款諸収入４項雑入。進行いたします。 

  21款町債１項町債。 
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  歳入を終わります。 

  歳出に入ります。 

  １款議会費１項議会費。進行いたします。 

  ２款総務費１項総務管理費。臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） 総務管理費で、工事請負費で、大槌震災伝承の場の説明看板設置

工事について…… 

○議長（小松則明君） では、12ページ上段まで入りますので、続けてください。 

○２番（臼澤良一君） すみません、では続けます。 

  この設置工事について、46万1,000円計上されていますけれども、これは犠牲になら

れた御遺族に今まで献身的に寄り添ってこられた町長にお答えいただきたいと思います。

この設置場所は旧庁舎跡地と民宿あかぶの跡地の２か所でよろしいでしょうか。 

  それから、この説明看板というのは金属製なのか。それから、石づくり、石製なのか、

木製なのか、どちらをお考えになられるのかお答えいただければ幸いです。よろしくお

願いします。 

○議長（小松則明君） 地域づくり推進課長。 

○協働地域づくり推進課長（郷古 潔君） まず１点目、場所についてでございますけれ

ども、おっしゃいますとおり旧役場跡地と、あともう一つが旧民宿の跡地ということで

ございます。 

  あと、２点目のどういう材質かということでございますが木製、あと板についてはア

ルミ樹脂とか何かそういったことで、いずれにいたしましても風雨に耐えられるものと

いうことでこちらは考えてございます。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） ２か所と、それから風雨に耐えられるものということです。 

  これはぜひ町長にお尋ねしたいんですが、これまで語り継ぐ会とかいろいろ犠牲にな

られた御遺族に献身的に寄り添ってこられた町長なので、これまでも語り継ぐ会とか新

聞報道では、職員の名前を生きた証として刻んでほしいとか、あと慰霊碑のようなもの

をつくってほしいとか、それから旧庁舎跡地を手を合わせる場所にしてほしい、鎮魂の

森に行けない人にとってそういう場所にしてほしいとか、あと津波の高さが分かるモニ

ュメントを設置してほしいとか、子供を含む町内外の人々が集って、ここで何があった

のか分かる場所にしてほしいなどの意見とか要望が出されておりますが、これに対して
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どのように応えて、どのような説明看板を設置するのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（小松則明君） 町長。 

○町長(平野公三君） 設置看板につきましては、様々にこれまでのあったことを伝える

ような形になろうかとは思いますが、やはり遺族だけではなくて町内の方々、町民の

方々、そして大槌と関わった方々十分理解をいただけるような内容にしていきたいと思

います。 

  震災伝承のコンセプトである忘れない、伝える、備えるという部分からすれば、しっ

かりとそれを伝えられること、それをしっかりと看板に設置したいと思いますが、しっ

かり吟味をしていきたいと思います。やはり情報発信という部分からすれば、やはりど

ういうことがあったのかということ、そしてこれからどうしようとしているかというよ

うなことも含めて看板設置をしていきたいと思います。 

  また、るる新聞、報道でも様々意見が出ているのは十分承知をしておりますけれども、

看板とは別に、この状況につきましては、ワーキンググループの中でお話をする遺族の

方々を含めて、広く呼びかけながらワーキンググループ、この９月の末には開催する予

定になっておりますので、そんなふうに具体なものになってくるだろうと思いますので、

それを受けながらしっかりと進めてまいりたいと思っております。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） ありがとうございます。 

  もう一点なんですが、町長自身はいつも町民、御遺族、企業研修とか修学旅行生をは

じめ、町に来た方々にメッセージを伝えるものにしたいという、それからワーキンググ

ループ、今先ほど御答弁がありましたワーキンググループで議論を深めたいという、今

おっしゃられました。それから、町民や震災を知らない世代、これが今災害が頻発する

全国の自治体などに、何を忘れず伝える、備えるかをやっぱり明確にする必要があると

考えられます。 

  たしか25日に震災伝承プラットフォームワーキンググループが開催されるということ

ですが、町長自身が何を忘れない、備える、伝えるかを明確に提示しなければワーキン

ググループの議論は深まらないと思いますが、それで、同じように説明看板にも、町長

自身が、町民御遺族、企業研修や就学旅行生をはじめ、町に来た方々にどんなメッセー

ジを伝えるのかを明確にしなければならないと思います。本当こう貴重な予算ですので、

ぜひ改めて町長のお考えをお尋ねしたいと思います。 
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○議長（小松則明君） 臼澤議員、今町長が看板と重ねて、今の答えを先ほど答弁してい

ると思うんですが、備えるとか、その津波のことについては一般質問でもちゃんと答え

ていると思いますけれども、まずこれ町長、もう一度お願いいたします。町長。 

○町長(平野公三君） 忘れない、伝える、備えるという部分は、この看板だけでつなが

るものではないので、一つの方法という形になるでしょうか。それ以外にも様々な形で

取り組んでいきたいと思います。しかしながら、やはり来た方々が目で、視覚で確認で

きるということになりますので、しっかりとその辺は内容を吟味して、もちろん私のメ

ッセージも踏まえながらということになるんでしょうか。そういうことも踏まえて準備

をして出していきたいと思います。 

  しかしながら、ワーキンググループはワーキンググループとして、中心的には旧役場

庁舎、そしてはまゆりの民宿跡地も含めてやるんですが、それ以外にも様々なところで、

私たちが伝えなければならない、忘れないで伝えなければならないということもありま

すので、これをきっかけとしながら、町全体にそういう忘れない、伝えるという部分を

しっかりと、つまり私たち経験した者と、経験しない方々でも理解ができるような、そ

ういう取組をしっかりとしていきたいと思います。 

○議長（小松則明君） 澤山美惠子君。 

○５番（澤山美惠子君） 同じところでの質問なんですけれども、工事請負費が46万

1,000円となっていますけれども、これ旧庁舎と民宿あかぶのところの２か所で、これ

で間に合うんですか。大丈夫なんですか。 

○議長（小松則明君） 副町長。 

○副町長（北田竹美君） ちょっと説明も、私どものほうで足りないところがありまして、

皆さんに誤解を与えているところがあるかもしれませんのでまとめてお話しますが、今

回の看板の設置というのは、いわゆる旧役場庁舎、それからあかぶも含めて、震災の伝

承の場として何を伝えるかという、いわゆる全てを説明する看板ではまずございません。 

  この主旨は、これから旧役場庁舎跡地並びにあかぶの跡地についても、町民の皆様と

どのようにしていったらいいのかというところをまずけんけんがくがく議論していく中

で、どのような震災の場所にしていったらいいのか、その思いとは、方向性とは何なの

かも含めて議論をしていった結果、あの場所にどのようなものがハードとして、あるい

はソフトとして必要なのかということを最終的に議論させていただきます。そのために

は、これから３か月なのか半年なのか、あるいは１年なのか、議論を重ねていかなきゃ
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いけない。その間に、あの場所に何があったのかということすら今説明板がないわけで

す。したがいまして、せめてその場所がどういう場所であったかということを説明する

内容に限定してというか、そういう内容をあそこに看板として設置したいということで、

２か所を考えてございます。 

  したがいまして、それがこれから未来永劫にわたってあの看板がそのまま使えるもの

なのかそうでないのかというところはありますけれども、これからの議論の中で、それ

も含めて、説明も含めてきちんとしたものにしていくということをこれからやりますの

で、これはあくまでも今その間、あそこに来る人たちが何も分からないということは幾

ら、今回の行政報告にもありましたとおり、所信方針説明あったとおり震災を伝えてい

くっていうことを言いながらも、看板の一つもないということは、これは町長としては

きちんとしていきたいという思いがございまして設置するものでございますので、そう

いう御理解でお願いしたいと思います。 

○議長（小松則明君） 澤山美惠子君。 

○５番（澤山美惠子君） この46万1,000円というのは、仮のやつだったんですね。分か

りました。 

○議長（小松則明君） 進行いたします。 

  ２項徴税費。進行いたします。 

  ３項戸籍住民基本台帳費。進行いたします。 

  ４項選挙費。進行いたします。 

  ７項地方創生費。菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） 地域おこし協力隊インターン受入業務委託料172万円のところで

お伺いいたします。 

  この協力隊のインターンは期間が２週間から３か月、それで現在活動されている地域

おこし協力隊と同様の地域協力活動に従事するという内容らしいですが、これ現在何人

ぐらいのインターン受入れを想定しているのかお伺いいたします。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） ２名程度を検討してございます。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） ２名ということです。 

  この制度を利用して、その後正式に、来年度になるのかな。応募された方は、当然来
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年度から当町において活動するわけなんですけれども、今現在地域おこし協力隊として

今年度から活躍されている方々と、やはり同じ内容のお仕事という認識でよろしいんで

しょうか。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 

  今回も同じ項目の中で補正予算を組んでございます。あくまでも事業所は一緒でござ

いますが、業務内容につきましては……一緒でございますなんて言い方はちょっとあれ

ですけれども、含まれておりますが、事業内容に関しましては拡充した内容でございま

す。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） 拡充した内容ということは、今現在活躍されている方々とはまた

別な仕事になる可能性もあるということだと思うんですけれども。 

  それで、昨日の一般質問の移住定住のところでもこの地域おこし隊についていろいろ

お伺いしようと思ったんですが、時間の関係でできなかったので、少々この地域おこし

協力隊が、その後、やはり任期終了後に大槌に残ってくださるのがまさに移住定住促進

につながっていくと思うんですけれども、そこでいろいろ町としても任期後の対策とい

うか取組というのは当然されているんでしょうけれども、いろいろ問題に、全国的に見

ると問題になっているのが、例えばお仕事がその後続くとか、あるいは任期中はそのお

仕事をやっていたんだけれども、任期後はそれぞれ探してくださいであるとか、あとは

住居の問題というのもあるわけですよね。その辺を踏まえて、町としてはその任期後の

地域おこし協力隊の方々に対しての対応というか取組はどのように考えておられるので

しょうか。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 

  以前復興支援員、採用してございましたが、事業所と密着していなかったものですか

ら、今は町内には一人も残ってはございません。今回の地域おこし協力隊は、そういっ

た点も踏まえまして、事業所に直結して、今事業所に所属して活動してございます。そ

ういった部分で申しますと、まずは、今年は初年度でございましたので、来年度から４

年目の、来年からという言い方もちょっとあれですけれども、実は今からもうその４年

目以降の事業継続に関しまして検討させている状況でございます。それは事業者と私ど
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もと含めて検討してございます。それから、昨年度から国のほうで、まちづくり事業協

同組合という制度ができて、実は島根県の海士町がたしか第１号として採用、認可され

ているはずなんです。私どもとしても、そういった組合の設立も視野に入れながら検討

してまいりたいと考えてございます。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） 震災伝承プラットフォームの運営事業委託料187万円のことでお

尋ねしたいと思います。 

  このプラットフォームの業務委託内容はどんな内容なんでしょうか。 

  それから、委託先の選定方法は、これプロポーザル方式なのか一般競争入札なのかお

尋ねします。 

○議長（小松則明君） 推進課長。 

○協働地域づくり推進課長（郷古 潔君） お答えいたします。 

  まず１点目、内容はということでございますけれども、簡潔に申し上げますと、ワー

キンググループの運営及び進行支援、１点、あとはその意見を踏まえた、大体こういっ

た感じというイメージ図、そういったものを作成していただく。そして、そのイメージ

図にあるような事業の事業概算、工事概算費、こういったものを出していただくという

ふうな、主な内容になっております。 

  あと、２点目の業者の選定はどのようにして行うのかということでございますが、町

が定めた業者選定の手続に従いまして、競争入札等により適切に選定されるものと考え

てございます。 

○議長（小松則明君） 臼澤良一君。 

○２番（臼澤良一君） 了解しました。 

  何でこういう私が質問をしているかというと、実は私も震災で幸い命が助かった一人

です。しかし、やっぱり生かされたことで、犠牲になられた方に本当に自責の念がござ

います。ですから、これらの、これから生きる世代の方々に自然災害の恐ろしさを、ぜ

ひこのプラットフォームを通じて伝えていただければありがたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（小松則明君） 13時10分まで休憩いたします。 

             休  憩       午後０時０２分 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  
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             再  開       午後１時１０分 

○議長（小松則明君） 再開いたします。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（太田和浩君） 先ほどの一般会計の概要説明について、補正額の総額を

20億526万円と発言いたしましたが、20億5,265万円の誤りでありましたので、訂正いた

します。 

  あと、もう一点なんですが、補正予算書の20ページをお開き願います。 

  11款の災害復旧費の説明欄において、町道蕨打直線道路災害復旧工事、この４文字目

の「うち」の字が打撃の打の、打つほうの字に一字訂正をお願いいたします。よろしく

お願いします。 

○議長（小松則明君） では、進行いたします。 

  ３款民生費１項社会福祉費。14ページ上段まで。進行いたします。 

  ２項児童福祉費。進行いたします。 

  ４款衛生費１項保健衛生費。菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） 15ページになりますけれども、妊婦通院費支援助成金のところで

伺います。 

  これ、待機宿泊費というのは、ここには入っていないでしょうか。 

○議長（小松則明君） 福祉課長。 

○健康福祉課長（小笠原純一君） お答えいたします。 

  病院に係る分の交通費プラス、あとはその待機する宿泊費込みでの金額となってござ

います。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） 込みの金額というところで、釜石圏域外の病院の場合は１回当た

り１人2,000円、釜石圏域内の場合は１人1,000円の助成と認識しております。 

  それで、圏域外の場合は、里帰り出産というのもこれ含まれるんでしょうか。いかが

ですか。 

○議長（小松則明君） 福祉課長。 

○健康福祉課長（小笠原純一君） お答えいたします。 

  お見込みのとおり、含んでございます。 

○議長（小松則明君） 進行いたします。 
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  ２項清掃費。進行いたします。 

  ６款農林水産業費１項農業費。16ページ上段まで。進行いたします。 

  ２項林業費。進行いたします。 

  ３項水産業費。進行いたします。 

  ７款商工費１項商工費。芳賀 潤君。 

○13番（芳賀 潤君） 商工費の飲食のキャンペーンとか今やっているクーポンのことで

ちょっと聞きたいんですけれども、コロナの関係で、活性化を図る意味で飲食クーポン

券、地域振興券出て、ところが釜石管内クラスターが出たりとか、いろいろな意味で行

きたいんだけれどもやめる。で、町も活性化を、経済の活性化をしようと思って販売は

するものの、それが消費になってなかったりとか、いろいろなことがあって、１回目が

延長になったりいろいろしていますよね。例えば今販売しているものを今後延長してい

くのか、結局、せっかく販売しても消費がなければ飲食の応援にならないわけですよね。

ところが、応援したくても何かコロナが出ればやっぱり利用控えをするというのが、こ

れは心情、心理なので、ここら辺の考え方について、いかがでしょうか。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） 現在行っています飲食クーポンに関しましては、

当初６月30日まででございました使用期限が、９月30日まで伸ばしてございます。こち

らに関しましては、何回も延ばすのもあれでございますので、一旦９月30日で終了する

予定でございます。 

  現在までの販売数量に関しましては、2,400枚のうち約８割ほど販売してございます。 

  今後の取組でございますが、現在実は岩手県でも食の認証制度というのを実施してご

ざいまして、同じように飲食クーポン券を販売してございますが、８月12日から県内の

コロナが拡大して、販売はしてございませんが、使えることは使えます。それが12月15

日までになります。今回の施策に関しましては、12月から１月いっぱいまで２か月間に

応じて、県のその制度が終わるかちょっとかぶる時点で、飲食店を応援するような事業

展開をする予定でございます。 

  ぜひ議員の皆様、それから職員にも呼びかけてございますが、町民の皆様にも町内の

景気喚起のために町内事業者、購入であったり飲食店であったり、どうぞお願いですの

で御利用いただくようお願いいたします。 

○議長（小松則明君） 芳賀 潤君。 
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○13番（芳賀 潤君） 最後に、意見として。 

  私はもう８割だったら、せっかく刷って販売しているのであれば、全部なくなるまで

使わせたらどうかというのが私の個人的な見解です。 

  ただ、その方向性もあると思いますので、ぜひ検討いただきたいということと、いず

れ、今国のほうでも明日決定になるのか分からないけれども、12日までのが30日まで延

長になるとか、今度は２回打っても効いたとか効かないとかっていう話がありながら、

それでもやっぱり活性化を、経済を回さないといけない、いろいろな議論がある中で、

非常に町民も迷うわけですよね。行っていいものやらどんなものやら。盛岡とか北上と

かクラスターが発生しながらも、沿岸でそんなに発生しているわけではないと言いなが

らというのは、やっぱり私は町民とか住民に、ある程度抑制しているからなんだと思う

んです。そこら辺も鑑みれば、やはり次の対策を打つときには、やっぱりもっともっと

町民とか町内の飲食店、宿泊業、活性化するようないい知恵をやっていただきたいと思

いますので、ぜひ検討をお願いします。 

  以上です。 

○議長（小松則明君） 澤山美惠子君。 

○５番（澤山美惠子君） 観光費のところで聞きます。委託料で、おおつちまるごと復活

まつり業務委託料とありますけれども、この中身と、どこに委託するのか教えてくださ

い。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 

  ちょっと今コロナ感染拡大しているんでございますが、町内の、町民の希望者に関し

ましては、10月末までにコロナワクチンの接種が終わるということでございまして、11

月13日を現在予定してございますが、福幸きらり商店街跡地におきまして、今年度は本

来であれば震災から10年でございましたので、そういった意味も込めまして、コロナが

ある程度落ち着いたというか、ワクチン接種も終わったということでございまして、産

業まつりと同時に、きらり商店街跡地を活用したお祭り的なことを催したいと計画して

いる段階でございます。 

  委託先は観光交流協会、町内の事業者の連携によって、なかなか皆さん出控え、先ほ

どの芳賀議員のとおり出控えになっていますので、少し解放感を持っていただいて、あ

くまでも感染対策は十分に施した上で行いたいと思います。（「分かりました」の声あ
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り） 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） 私も同じところで、おおつちまるごと復活まつり業務委託料のと

ころで伺います。 

  今岡本課長からの説明で、11月13日の福幸きらり商店街跡地での開催と伺いましたが、

これ今朝の新聞報道では、11月をめどに、ワクチン接種をされた方に規制緩和が出ると

いうふうに新聞報道で知りましたが、取りあえずこれまでの町のイベントというのは一

応町民向けという形だったと思うんですけれども、当然これワクチン接種をされた方に、

全国的に緩和という形になると、これは町外向けというような認識でもよろしいんでし

ょうか。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 

  昨今の県内の感染状況も十分に注視しなければならないと思ってございます。できれ

ば10月の中旬までに、まずは開催の可否についても、県内の感染状況等も踏まえた意味

で、今菊池議員から御質問のあった対象範囲、どこまでするかという部分も関係者の皆

さんと少し協議した上で住民の皆様にもお知らせしたい。それから、もし対外的に、町

外にＰＲするのであれば、そういった部分もなるべく10月中旬までに決定をして通知し

たいと考えてございます。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） 分かりました。 

  10月中旬までに開催の可否を決めるということなので、もし早めに決まるんであれば、

内外に向けての周知というのは徹底していただきたい。それで、場所的にもやはりイン

ターの側、きらり商店街の跡地というのはインターの側という立地も大変いいので、町

外からのお客さんを迎えるという意味でも非常に好条件と思っております。 

  それで、これまでイベントなども大変縮小して行われたという部分もあるので、ぜひ

10月半ばの決定ということなんですけれども、大々的に行っていただきたい。町内の業

者なども出展させてもらって、内需拡大につながるようにしていただきたい。 

  何かあれば。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 



 160 

  菊池議員のおっしゃるとおりでございまして、今回２年、ちょっと閉塞感が続いてご

ざいます。そういった意味でも町民の方、それから事業者の方の活性化に寄与したいと

考えてございます。 

  それから、今年は東北ＤＣで、ＪＲ東日本が東北に誘客するというキャンペーンで、

４月から７月まで、小鎚神社におきまして、かがり火の舞という大槌町の郷土芸能団体

の演舞を、本当は９月まで計12回開催する予定でございましたが、途中の７月いっぱい

で、８回で終わってしまいました。町内外から1,200名ほどのお客様に御来場いただき

ました。非常に好評でございましたので、そういった意味でもこの11月13日には商工業、

それからそういった郷土芸能の演舞も含めたにぎやかなお祭りにしたいと考えてござい

ます。 

○議長（小松則明君） 進行いたします。 

  ８款土木費１項土木管理費。進行いたします。 

  ２項道路橋梁費。18ページ上段まで。進行いたします。 

  ９款消防費１項消防費。進行いたします。 

  10款教育費１項教育総務費。進行いたします。 

  ３項中学校費。進行いたします。 

  ４項義務教育学校費。進行いたします。 

  ５項社会教育費。進行いたします。 

  20ページに入ります。 

  ６項保健体育費。進行いたします。 

  11款災害復旧費２項土木施設災害復旧費。進行いたします。 

  ５項その他公共施設災害復旧費。菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） 浪板不動滝進入路災害復旧工事のところで伺います。 

  この復旧工事は現在進行中のものだと思うんですけれども、その不動滝に入っていく、

恐らく途中の道筋というか道路の復旧工事だと思うんですが、あれ滝の中といいますか、

滝そのものの前に落石とかそういう、侵入するのが大変な状況になっていた時期もあっ

たと思うんですが、その辺の撤去というのは、今入っていけないのでちょっと確認でき

ないんですけれども、その辺の撤去というのはされているんでしょうか。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 
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  それは震災時だと思われますけれども、そちらの落石に関しましては既に撤去してご

ざいます。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） そうなると、その手前にある神社といいますかお社の部分、あの

辺まで行く間というのも、やはり復旧の対象にはなっていると思うんですけれども、そ

の辺は神社という性質上、町でどの程度まで周辺に手を入れられるのか、その辺を伺い

たいと思いますが。 

○議長（小松則明君） 産業振興課長。 

○参事兼産業振興課長（岡本克美君） お答えいたします。 

  以前からこの浪板不動滝、町道浪板不動滝線というのが鯨山まで行っているんです。

その脇から今回の不動滝に行く部分があるんですけれども、こちらに関しましては、ち

ょっと町に詳細な記録がないのですが、町のほうでボックスカルバート、小さい橋みた

いなのを２か所設置してございまして、その手前側の橋が令和元年の台風で大きく動い

てしまって、流れて、それの復旧工事をします。それから、参道までの部分の、少し凸

凹している部分は、今回の工事で修正いたします。そこの参道から神社までの間に関し

ましては、従前におきましても、近くの神社の方々含めて民間の方々に今までお願いし

てきた経緯というものがございますようで、そこら辺に関しましては、鯨山神社の方々

とすみ分けをしてお話してございます。 

○議長（小松則明君） 菊池忠彦君。 

○１番（菊池忠彦君） 分かりました。 

  その神社の脇を通って滝の中に入っていくような形なので、当然あそこを整備しなけ

れば、幾ら観光に利用しようと思ってもなかなか、新大槌八景ではあるんだけれども、

観光の要素にはならないということを考えると、本来であれば町でしっかりやっていた

だきたいところなんですが、地域の方々とのお話がきちんとされているんであれば早い

対応、そして一日も早い、観光的要素を持った場所として周知していただきたいと、こ

れ要望いたします。 

  以上です。 

○議長（小松則明君） 進行いたします。 

  12款公債費１項公債費。進行いたします。 

  15款復興費１項復興総務費。進行いたします。 
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  ２項復興推進費。進行いたします。 

  12項復興支援費。 

  歳出を終わります。 

  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより、議案第57号令和３年度大槌町一般会計補正予算（第４号）を定めることに

ついてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（小松則明君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１５ 議案第５８号 令和３年度大槌町国民健康保険特別会計補正予算（第１ 

               号）を定めることについて 

○議長（小松則明君） 日程第15、議案第58号令和３年度大槌町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）についてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。町民課長。 

○町民課長兼リサイクルセンター長（関 貴紀君） 議案第58号令和３年度大槌町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）を定めることについて御説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算補正のうち、歳入。５款県支出金２項県補助金補正額1,445万

2,000円の増は、保険給付費の今年度実績見込みによる増額であります。 

  ９款繰越金１項繰越金、補正額139万2,000円の増は、今回の補正財源とする前年度繰

越金であります。 

  ２ページをお開きください。 

  歳出。２款保険給付費２項高額療養費、補正額1,445万2,000円の増は、今年度実績見

込みに伴う増額であります。 

  ９款諸支出金１項償還金及び還付加算金、補正額139万2,000円の増は、前年度補助金

等の精算に伴う返還金の計上による増額であります。 

  以上、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,584万4,000円を追加し、歳入
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歳出の予算の総額を17億337万2,000円とする補正であります。 

  御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。 

  ５ページをお開きください。 

  歳入。一括します。（「進行」の声あり）進行いたします。 

  ６ページ、歳出。一括します。（「進行」の声あり）進行いたします。 

  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより議案第58号令和３年度大槌町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（小松則明君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１６ 議案第５９号 令和３年度大槌町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

               を定めることについて 

○議長（小松則明君） 日程第16、議案第59号令和３年度大槌町介護保険特別会計補正予

算（第１号）を定めることについてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。健康福祉課長。 

○健康福祉課長（小笠原純一君） 議案第59号令和３年度大槌町介護保険特別会計補正予

算（第１号）を定めることについてを御説明いたします。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算補正、歳入。８款１項繰越金、補正額6,259万1,000円の増は、前

年度の介護保険事業の精算による繰越金の増であります。 

  ２ページ目をお開きください。 

  歳出。６款１項基金積立金、補正額2,689万5,000円の増は、令和２年度の精算に伴う

剰余分を介護給付費準備基金に積み立てるものであります。 

  ８款諸支出金１項償還金及び還付加算金、補正額2,126万5,000円の増は、令和２年度

の精算に伴う国庫及び県への返還金であります。３項操出金、補正額1,443万1,000円の
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増は、令和２年度の精算に伴う一般会計への繰出金であります。 

  以上、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,259万1,000円を増額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億3,888万5,000円とするものです。 

  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。 

  ５ページをお開きください。 

  歳入。８款繰越金１項繰越金。進行いたします。 

  ６ページ、歳出に入ります。 

  一括します。進行いたします。 

  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより議案第59号令和３年度大槌町介護保険特別会計補正予算（第１号）を定める

ことについてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（小松則明君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１７ 議案第６０号 令和３年度大槌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

               １号）を定めることについて 

○議長（小松則明君） 日程第17、議案第60号令和３年度大槌町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）を定めることについてを議題といたします。 

  提案理由の説明が終了しておりますので、直ちに内容説明を求めます。町民課長。 

○町民課長兼リサイクルセンター長（関 貴紀君） 議案第60号令和３年度大槌町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）を定めることについて御説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算補正のうち、歳入。 

  ６款繰越金１項繰越金、補正額12万3,000円の増は、前年度繰越金を計上するもので

あります。 

  ２ページをお開きください。 
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  歳出。２款後期高齢者医療広域連合納付金１項後期高齢者医療広域連合納付金、補正

額４万9,000万円の増は、後期高齢者医療広域連合納付金の前年度繰越金を計上するも

のであります。 

  ３款諸支出金２項操出金、補正額７万4,000円の増は、前年度事務費繰入金の精算に

伴う一般会計操出金を計上するものであります。 

  以上、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12万3,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を１億3,144万円とする補正であります。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（小松則明君） 質疑に入ります。 

  ５ページをお開きください。 

  歳入。６款繰越金１項繰越金。進行いたします。 

  ６ページ、歳出。一括します。進行いたします。 

  質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  これより議案第60号令和３年度大槌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を

定めることについてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（小松則明君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１８ 認定第１号 令和２年度大槌町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第１９ 認定第２号 令和２年度大槌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認 

              定について 

  日程第２０ 認定第３号 令和２年度大槌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

              ついて 

  日程第２１ 認定第４号 令和２年度大槌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の 

              認定について 

  日程第２２ 認定第５号 令和２年度大槌町水道事業会計決算の認定について 

  日程第２３ 認定第６号 令和２年度大槌町下水道事業会計決算の認定について 
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○議長（小松則明君） 日程第18、認定第１号令和２年度大槌町一般会計歳入歳出決算の

認定についてから、日程第23、認定第６号令和２年度大槌町下水道事業会計決算の認定

についてまで、決算６件について一括議題といたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題になっております決算６件の審査につきましては、

大槌町議会委員会条例第５条の規定により議員全員による決算特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審査することとしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（小松則明君） 御異議なしと認めます。よって、決算６件の審査については議員

全員による決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしまし

た。 

  お諮りいたします。決算特別委員会の審査が終了するまで、本会議を休会したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（小松則明君） 御異議なしと認めます。よって、審査終了まで本会議を休会する

ことに決定いたしました。 

  ただいま設置されました決算特別委員会の委員長を互選するまで、委員会条例第９条

第２項の規定により年長委員の臼澤良一君に臨時委員長の職務をお願いいたします。 

  本会議を休会いたします。 

              散 会  午後１時３８分 

 


